
ハラスメント相談及び対応のフロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

職員（ハラスメントの相談） 

内 部 相 談 窓 口  

・人 事 課 

・職員組合等 

軽 微 な ハ ラ ス

メ ン ト 相 談 に

対 応  

外 部 相 談 窓 口  

・ 時 間 外 や 土

日も対応  

・ 匿 名 相 談 に

も対応 

 

ハラスメント相 談 会 議  

・公室長 相談員   事務局：人事課 

※相手に処分を求める場合は状況により事実確認 

中程度のハラスメント相談に対応  

ハラスメント対 応 委 員 会  

・副市長以下、部長及び市長が指名する職員 

深刻なハラスメントに対応 

懲 戒 審 査 委 員 会  

・副市長以下、部長及び 

市長が指名する職員 

戒 告 、 減 給  

停 職 、 免 職  

相 談  
相 談  

助

言  

助

言  

報 告  報 告  

助

言

・

報

告  

第３者機関 

・公平委員会 

・労働基準監督署 

本 人 ヒアリング 

・事実の聞き取り 

・本人の意思確認 

・対応手続きの説明等 

相 手 ヒアリング 

・事実関係の確認 

・対応手続きの説明 

・報復の禁止等 

周 辺 ヒアリング 

・事実関係の確認 

・プライバシー確保 

等  

事 実 関 係 の 有 無 の 確 認  

市   長  

判 定 ・ 報 告  

改善・再発防止 

諮 問  

指

導  

注

意  

処 分  

 

軽微なハラスメント相談 

・話を聞いてほしい 

・アドバイスが欲しい 

・人事に知っておいてほしい 

中程度のハラスメント相談 

・異動を希望する 

・上司/相手に伝えてほしい 

・相手に処分を希望する 

（口頭注意して欲しい） 

深刻なハラスメント相談 

・相手に処分を希望する 

（懲戒処分を希望） 

・心身の不調等の原因 

ハラスメントの分類の目安 

加 害 職 員  等  

措 置  

措 置  

措 置  

調

査

・

要

請  

報

告  

全

て
の
相
談
を
報
告 

※その他にも各事業場の安全衛生推進員（所属長）に相談することができます。相談は、各事業場の 

安全衛生委員会に報告された後、ハラスメント相 談 会 議に報告されることとなります。  

深 刻 な   ハ ラ ス メ ン ト   に つ い て 人 事 課   で 調 査  

依 頼  


